職務基準書

調達・保管業務に関する業務活動→（現状は営業・プロダクト責任者業務で管理部は補助作業）
　仕入・調達部門

　資材の在庫管理業務

　資材の調達業務

　　資材計画にもとづいて資材を調達する一連の業務

　　　発注先の開拓、発注先の選定、見積比較、発注価格の決定、購買契約の締結、

　　　発注事務、納品指定期日および納期管理、一層の改善努力による高品質

　　　低価格の資材確保の為の仕入先の評価・指導・育成などである。

　外注先管理の業務活動

　資材の保管業務活動

　　資材管理区分や目的に見合った保管、管理方法や倉庫の選定、

　　受入、検収、入出庫業務、

　　棚卸業務
　　　　　　　　　　　　　※　　　　は、整備中又は今後整備予定の業務

